
 
 

グループホーム五日市ひまわり利用料金表 
 
１  保険給付の自己負担額 
  ①  居宅サービス費 

※ 医療連携体制加算Ⅰ：１日につき（イ）５７単位（ロ）４７単位（ハ）３７単位加算されます。 

※ 医療連携体制加算Ⅱ：１日につき５単位加算されます。   （Ⅰ/Ⅱ共に要支援２を除く） 

※ 協力医療機関連携加算：１月につき１００単位加算されます。 

※  初期加算：入居後及び３０日を超える入院後に再入居した場合、３０日以内の期間について１日 

につき３０単位加算されます。 

※ 口腔衛生管理体制加算：１月につき３０単位加算されます。 

   ※ 口腔・栄養スクリーニング加算：６月ごとに２０単位加算されます。 

※ サービス提供体制強化加算Ⅱ：１日につき１８単位加算されます。 

※ 科学的介護推進体制加算：１月に４０単位加算されます。 

※ 生産性向上推進体制加算Ⅱ：１月に１０単位加算されます。 

※ 高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）/（Ⅱ）：１月に１０単位/５単位加算されます。 

 ②  その他 法令で定められるもの（実施した場合）  

※ 生活機能向上連携加算（Ⅰ）/（Ⅱ）：１月に１００単位/２００単位加算されます。 

※ 認知症専門ケア加算Ⅰ：１日につき３単位加算されます。 

   ※ 認知症チームケア加算（Ⅰ）/（Ⅱ）：１月に１５０単位/１２０単位加算されます。 

※ 看取り介護加算：１日につき下記のとおり加算されます。 

＜・７２単位（死亡日以前３１日以上４５日以下）・１４４単位（死亡日以前４日以上３０日以下） 

６８０単位（死亡日前日及び前々日）・１，２８０単位（死亡日）＞ 

※ 若年性認知症利用者受入加算：１日につき１２０単位加算されます。 

※ 退居時情報提供加算：２５０単位加算されます。（退居時に利用者１人につき１回限り） 

※  入院時費用：１日につき２４６単位加算されます。（１月に６日まで上限） 

※ 新興感染症等施設療養費：１日につき２４０単位（１月連続５日まで） 

◎ 介護職員等処遇改善加算Ⅲ：１月あたり総単位数に０．１５５を乗じた額が加算されます。 

☆上記の加算は、５級地（広島市）につき、１．０４５を乗じた（ご利用月の合計に対し）金額が自己

負担額になります。介護負担割合が２割・３割の方は、自己負担額が２倍・３倍になります。 

 

２  利用料（保険給付外） 

         費      目          日額、月額等                      内      訳  

      家 賃             63,000 円/月     １日につきおよそ 2,100 円 

      共   益   費     20,000 円/月      水道光熱費含む（１日につきおよそ 667 円） 

      食 材 料 費              1,780 円/日      朝食 520 円  昼食 630 円  夕食 630 円 

     教 養 娯 楽 費                実  費          クラブ活動、行事の材料費 

      散 髪 代                実 費    

紙パンツ・紙おむつ等       実 費 

      敷 金               150,000 円      入居時 

 1 日あたり １か月あたり（３０日） １割負担 ２割負担 ３割負担 

要  支 援  ２ ７４９単位 ２２，４７０単位 ２３，４８１円 ４６，９６２ ７０，４４３円 

要 介 護 １         ７５３単位 ２２，５９０単位 ２３，６０６円 ４７，２１３ ７０，８１９円 

要 介 護 ２         ７８８単位 ２３，６４０単位 ２４，７０３円 ４９，４０７ ７４，１１１円 

要 介 護 ３         ８１２単位 ２４，３６０単位 ２５，４５６円 ５０，９１２ ７６，３６８円 

要 介 護 ４         ８２８単位 ２４，８４０単位 ２５，９５７円 ５１，９１５ ７７，８７３円 

要 介 護 ５         ８４５単位 ２５，３５０単位 ２６，４９０円 ５２，９８１ ７９，４７２円 


